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自
営
業
者
な
ど
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
の
方
の
年
金
相
談
と
各
種
届
出
、
手
続
き

先
は
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
が
窓
口
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
厚
生
年
金
加
入
者
の
方

（
国
民
年
金
第
２

号
被
保
険
者
）
と
そ
の
被
扶
養
配
偶
者
の
方

（
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
）
の
年
金
手

続
き
は
、
勤
め
先
の
事
業
主
が
行
い
ま
す
の

で
、
ご
自
身
で
行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

★
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　
一
般
的
な
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
の
相
談

に
は
、
加
入
者
、
受
給
者
の
方
と
も
に

「
ね

ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」
（
電
話
 0
5
7
0
・0
5
・

1
1
6
5
）
が
便
利
で
す
。
一
般
の
固
定
電

話
で
は
、
接
続
先
に
関
わ
ら
ず
市
内
通
話
料

金
の
み
で
利
用
で
き
ま
す
。
Ｉ
Ｐ
電
話

・
Ｐ

Ｈ
Ｓ
か
ら
の
ダ
イ
ヤ
ル
先
は

「
0
3
・
6
7

0
0

・
1
1
6
5
」
と
な
り
ま
す
。

　
電
話
を
す
る
前
に
、
年
金
手
帳
や
年
金
証

書
、
振
込
通
知
書
を
用
意
し
た
り
、
相
談
し

た
い
事
柄
を
メ
モ
し
て
お
く
と
便
利
で
す
。

『
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
の
受
付
時
間
』

　
月
曜
日
　
　
　
　
 8
時
　
分
～
　
時
　
分

30

19

00

　
　
　
 （
月
曜
日
が
休
日
の
場
合
は
火
曜
日
）

　
火
曜
日
～
金
曜
日
 8
時
　
分
～
　
時
　
分

30

17

15

　
第
２
土
曜
日
　
　
 9
時
　
分
～
　
時
　
分

30

16

00

※
日
曜
日
と
第
２
を
除
く
土
曜
日
、
祝
日
、

年
末
年
始
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

　
な
お

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
と

「
厚
生
年

金
加
入
記
録
の
お
知
ら
せ
」
に
関
す
る
お
問

い
合
わ
せ
に
つ
い
て
は

「
ね
ん
き
ん
定
期
便

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」 
0
5
7
0

・
0
5
8

・
5

5
5

（
Ｉ
Ｐ
電
話

・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は
 0
3

・

6
7
0
0

・
1
1
4
4
）
に
電
話
し
て
く
だ

さ
い
。

★
年
金
事
務
所

　
面
談
に
よ
る
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
の
相

談
を
ご
希
望
の
方
は
、
加
入
者
、
受
給
者
の

方
と
も
に
、
年
金
事
務
所
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
受
付
時
間
は
、

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル
と
同
じ
で
す
。

　
な
お
、
年
金
事
務

所
で
は
、
面
談
の
ほ

か
、
電
話
に
よ
る
相

談
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

●
年
金
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

    町
民
生
活
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
  緯
0
1
4
6
・
4
7
・
2
１
１
２

　
苫
小
牧
年
金
事
務
所

　
　
　
　
 緯
0
1
4
4

・
3
6

・
6
1
3
5

　
使
い
終
え
た
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
な
ど
、
家

電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
製
品
は
、
買
い
換
え

た
販
売
店
が
引
き
取
り
、
メ
ー
カ
ー
が
リ
サ

イ
ク
ル
し
ま
す
。
（
対
象
製
品
→
テ
レ
ビ
、
エ

ア
コ
ン
、
冷
蔵
庫
、
洗
濯
機
）

【
廃
家
電
の
排
出
方
法
】

　
 購
入
し
た
お
店
に
回
収
を
依
頼
し
、
回
収

の
際
に
運
搬
料
と
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
を
支
払

い
、
リ
サ
イ
ク
ル
券

（
控
え
）
を
受
け
取
り

ま
す
。

　
な
お
、
買
い
換
え
以
外
の
場
合
は
、
役
場

窓
口
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
リ
サ
イ
ク
ル
料
を
郵
便
局
で
お
支
払
い
に

な
り
、
ご
自
分
で
廃
家
電
を
運
搬
す
る
こ
と

も
可
能
で
す
。

　
最
近
、
迷
い
犬
の
保
護
が
相
次
い
で
お
り

ま
す
。

　
保
護
す
る
犬
の
殆
ど
は
室
内
で
飼
わ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
町
で
一
時
的
に
保
護
し
ま
す
が
、
保
護
す

る
場
所
は
暖
房
も
何
も
な
い
車
庫
の
中
の
檻

の
中
か
屋
外
と
な
り
ま
す
。

　
一
時
保
護
中
に
そ
の
犬
に
何
か
あ
っ
て
も

町
で
は
責
任
は
負
え
ま
せ
ん
の
で
ご
了
解
願

い
ま
す
。

　
飼
い
犬
が
居
な
く
な
っ
た
際
に
は
、
保
護

さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
役
場
町

民
生
活
課
に
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
迷
っ
て
い
る
う
ち
に
他
人
に
危
害
を
加
え

た
り
し
た
場
合
は
飼
い
主
の
責
任
に
な
り
ま

す
の
で
、
く
れ
ぐ
れ
も
ご
注
意
願
い
ま
す
。

　
町
で
管
理
し
て
い
ま
す
新
冠
共
同
墓
地
に

つ
い
て
、
現
在
空
き
区
画
が
あ
り
、
１
年
以

内
に
お
墓
を
建
立
す
る
方
で
、
新
冠
町
に
住

所
を
有
す
る
方
に
、
随
時
墓
地
使
用
許
可
の

受
付
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

産
新
冠
共
同
墓
地

（字
西
泊
津
）

　
　
　
　
7
区
画
６
㎡
　
使
用
料
２
万
円

●
問
い
合
わ
せ
先

    町
民
生
活
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ

　
　
　
  緯
0
1
4
6
・
4
7
・
２
１
１
２

  国
民
年
金
だ
よ
り

年
金
の
相
談
と
手
続
き
先
に
つ
い
て

  環
境
衛
生
だ
よ
り

新
冠
共
同
墓
地
の
公
募
に
つ
い
て

リ
サ
イ
ク
ル
対
象
廃
家
電
の
処
分
に
つ
い
て

飼
い
犬
・
猫
の
管
理
に
つ
い
て
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財
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

 ●
問
い
合
わ
せ
先
   財
務
課
 税
務
グ
ル
ー
プ
    緯
0
1
4
6
・
4
7
・
２
１
１
５

　
今
年
も

『
所
得
税

・
町
民
税

・
道
民

税
』
の
申
告
相
談
を
下
記
の
日
程
表
の

と
お
り
行
い
ま
す
。

　
平
成
　
年
１
月
か
ら
　
月
ま
で
の
所

24

12

得
と
税
金
を
申
告
す
る
も
の
で
、
申
告

期
間
は
２
月
　
日
か
ら
３
月
　
日
ま
で

18

１５

で
す
。
申
告
に
必
要
な
書
類
を
早
め
に

準
備
し
、
正
し
い
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

①
所
得
証
明
書
等
が
発
行
で
き
ま
せ
ん

　
公
営
住
宅
や
金
融
公
庫
の
申
し
込
み
な

ど
に
必
要
な
証
明
書
は
、
申
告
を
し
な
け

れ
ば
発
行
で
き
ま
せ
ん
。

②
減
税
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

　
国
民
健
康
保
険
税
の
低
所
得
者
の
方
を

対
象
と
し
た
軽
減
は
、
申
告
の
な
い
場
合

に
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
が

高
く
な
る
場
合
や
、
国
民
年
金
の
免
除
申

請
が
で
き
な
い
等
の
不
利
益
が
あ
り
ま
す
。

③
税
金
が
戻
る
場
合
も
あ
り
ま
す

　
病
気
や
け
が
な
ど
で
多
額
の
医
療
費
を

支
払
っ
た
り
、
住
宅
ロ
ー
ン
等
を
利
用
し

て
住
宅
を
新
築

・
増
築
し
て
入
居
し
た
方

及
び
そ
の
住
宅
の
敷
地
を
購
入
さ
れ
た
方
、

又
は
年
の
中
途
で
退
職
し
た
方
等
が
申
告

す
る
と
、
事
業
所
等
で
源
泉
徴
収
さ
れ
た

税
金
が
戻
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

～申告相談日程表～

受付時間受付会場対象地区曜日月 日

9：30～14：00

新和生活館美宇・新和・太陽・里平
月2月18日

東川生活センター東川・共栄

新栄生活センター新栄・泉・若園
火19日

緑丘生活センター朝日・緑丘・古岸

9：30～16：00節婦生活館節婦町・大狩部水20日

10：00～15：00本町多目的交流センター本町木21日

9：30～14：00万世生活センター大富・万世・明和金22日

9：00～16：00
　役場庁舎

　　101会議室

中央町・北星町

月

火

水

25日

26日

27日

東町・東泊津・西泊津・高江
木

金

28日
3月　1日

　上記会場に

　　　　来られなかった方

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

4日

5日

6日

7日

8日

11日

12日

13日

14日

15日

確
定
申
告
が
始
ま
り
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
               　

２
月
　
日
俄
～
３
月
　
日
画

18

１５

申
告
を
し
な
い
と
こ
ん
な
不
利
益
が
…

申告に必要なもの

斬印鑑・源泉徴収票 （給与所得者・年金受給者）

斬申告に必要な帳簿書類（1年間の収支がわかるもの）

斬各種控除を受ける方は、証明書・領収書が必要です

　産生命・損害・地震保険料、任意継続の社会保険料、雑損など

　　（領収書か証明書）

　　※損害保険料は、平成18年末までに契約した長期損害保険料に限る

　産医療費控除 （平成24年中の支払額が分かる領収書か証明書）

　産住宅借入金等特別控除

　　（借入金年末残高証明書、登記簿謄本、請負・売買契約書、本人の住民票、源泉徴収票など）

　産国民年金の支払額証明書又は領収書 （必ず原本を持参してください）

　皐預貯金の口座番号を控えてきてください。

　　（還付や振替手続き等に必要になります）


